
プログラム変更内容について

PCA 法人税シリーズ

Rev.28.00



1 

◆はじめに 
『PCA 法人税』(Rev.28.00)では、以下の税制改正、機能変更等に対応いたしました。 

 

◆税制改正への対応 

以下の改正に対応しました。 
 

 

 
 

 
 

 

○「強い経済」の実現に向けた対応 
【国税】 

・一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し(P.3) 
・中小企業技術基盤強化税制の見直し・延長(P.4) 
・賃上げ税制の見直し(P.4) 
・大企業の生産性の向上に関連する税額控除の見直し(P.5) 
・オープンイノベーション促進税制の拡充・見直し(P.6) 

【地方税】 
・一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し(P.6) 
・中小企業技術基盤強化税制の見直し・延長(P.6) 
・賃上げ税制の見直し(P.7) 
・大企業の生産性の向上に関連する税額控除の見直し(P.7) 
・オープンイノベーション促進税制の拡充・見直し(P.7) 

○活力ある地方・中小企業の後押し 
【国税】 
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長・見直し(P.8) 
・地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却の見直し・延長(P.8) 
・地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の廃止(P.8) 

【地方税】 
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長・見直し(P.9) 
・地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却の見直し・延長(P.9) 
・地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の廃止(P.9) 
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◆電子申告 

○国税電子申告のバージョンアップに対応 
・令和 8 年 5 月の国税電子申告のバージョンアップ(手続き Ver.26.0.0)に対応しました。 
・電子証明書の認証局サービス名「日税連 税理士用電子証明書（第五世代）」を削除しました。 
・電子証明書の認証局サービス名「日税連 税理士用電子証明書（第六世代）」が「日税連 税理士用電子証明書」に変更しました。 
 

○地方税電子申告のバージョンアップに対応 
・提出先マスタの変更に対応しました。 
 

※電子申告の対応バージョンについては P.43 をご覧ください。 
 

 

◆ご注意 

○e-Tax ソフト等で令和 8 年 4 月 1 日以後開始事業年度から始まる防衛特別法人税を納付する場合(P.47) 
 

 

◆お知らせ 

○OCR 印刷機能(直接印刷機能)の廃止について(P.47)  

○その他の租税特別措置等 
【国税】 

・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の拡充・延長(P.10) 
・企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し・延長(P.11) 
・企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を取得した場合の税額控除制度の見直し・延長(P.11) 

【地方税】 
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の拡充・延長(P.12) 
・企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し・延長(P.12) 
・企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を取得した場合の税額控除制度の見直し・延長(P.12) 

○防衛力強化に係る財源確保のための税制措置(令和 7 年度改正内容) 
【国税】 
・防衛特別法人税の創設(P.13) 
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◆税制改正の内容 
 

○「強い経済」の実現に向けた対応 

【国税】 
・一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
研究開発投資の促進を継続するため、一般試験研究費に係る税額控除制度について、控除率の算式および控除上限の変動措置が見直されます。 
控除上限の特例措置および上乗せ措置は 3 年間延長されます。 

控除率の算式 令和 8 年 3 月 31 日まで 令和 9 年 3 月 31 日まで 令和 9 年 4 月 1 日から 

 
 
増減試験研究費

割合 

12％超の場合 
11.5%＋（増減試験研究費割合－12%）×0.375 

12％超の場合 
11.5%＋（増減試験研究費割合－12%）×0.375 

15％超の場合 
11.5%＋(増減試験研究費割合－15%)×0.375 

12％以下の場合 
11.5%－（12%－増減試験研究費割合）×0.25 

12％以下の場合 
11.5%－（12%－増減試験研究費割合）×0.25 

3%超 15％以下の場合 
8.5%＋(増減試験研究費割合－３％)×0.25 

－ ０％より小さい場合 
8.5％＋増減試験研究費割合×8.5/30 

3％以下の場合 
8.5%＋(増減試験研究費割合－３％)×8.5/13 

上乗せ措置 上記控除率×控除割増率(上限 10％)（※） 
（※）控除割増率 ＝（試験研究費割合－10%）

×0.5 

上記控除率×控除割増率(上限 10％)（※） 
（※）控除割増率 ＝（試験研究費割合－10%）

×0.5 

左と同じ（３年間延長） 

控除上限 
(変動措置) 

増減試験研究費割合が 4%超の場合 
法人税額×（増減試験研究費割合－4%）×

0.625%  
の上乗せ（上限：法人税額×5%） 

※上乗せ措置といずれか大きい方 
 
増減試験研究費割合が△4%超の場合 

法人税額×（－増減試験研究費割合－4%））×

0.625% 
の減額（上限：法人税額×△5%） 

増減試験研究費割合が 4%超の場合 
法人税額×（増減試験研究費割合－4%）×

0.625%  
の上乗せ（上限：法人税額×5%） 

※上乗せ措置といずれか大きい方 
 
増減試験研究費割合が△4%超の場合 
法人税額×（－増減試験研究費割合－4%））×

0.625% 
の減額（上限：法人税額×△5%） 

増減試験研究費割合が 7%超の場合 
法人税額×（増減試験研究費割合－7%）×

0.625%  
の上乗せ（上限：法人税額×5%） 

※上乗せ措置といずれか大きい方 
 
増減試験研究費割合が△1%超の場合 
法人税額×（－増減試験研究費割合－1%））×

0.625% 
の減額（上限：法人税額×△5%） 

 
＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表十六(九) 
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・中小企業技術基盤強化税制の見直し・延長 
＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
研究開発税制および中小企業技術基盤強化税制について次の見直しが行われます。 
増減試験研究費割合が 12％を超える場合の税額控除率の特例および控除税額の上限上乗せ特例の適用期限が 3 年間延長されます。 
試験研究費の額が平均売上金額の 10％を超える場合の税額控除率の特例および控除税額の上限上乗せ特例の適用期限が 3 年間延長されます。 
控除限度超過額については、3 年間の繰越が可能となります。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表六(十) 
 

 
・賃上げ税制の見直し 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
大企業向け 

令和 8 年 3 月 31 日をもって廃止されます。 
中堅企業向け 

令和 9 年 3 月 31 日をもって廃止されます。 
適用要件と給与等の増加割合に応じた控除率および最大控除率が見直されます。 
教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止されます。 

適用要件※1 継続雇用者給与等支給額≧ 継続雇用者比較給与等支給額×4%(現行：3％) 
給与等の増加割合※1 3％以上 －(現行：10％) 

4％以上 10％(現行：25％) 
5％以上 15％(現行：25％) 
6％以上 25％ 

上乗せ措置 教育訓練費の増加割合が 10％以上かつ教育訓練費が雇用者給与等支

給額の 0.05％以上 
廃止(現行：5％加算) 

最大控除率 30％(現行：35％) 

※1 適用要件・給与等の増加割合は、継続雇用者の給与等の支給額・増加割合で判定し、税額控除額は雇用者全体の給与等の増加額に控除率を乗じて計算します。 
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中小企業向け 
最大控除率が見直され、教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止されます。 

上乗せ措置 教育訓練費の増加割合が 10％以上かつ教育訓練費が雇用者給与等支

給額の 0.05％以上 
廃止(現行：10％加算) 

最大控除率 35％(現行：45％) 

 
＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表六(二十四) 
・別表六(二十四)付表一 
・別表六(二十四)付表二 

 
 
・大企業の生産性の向上に関連する税額控除の見直し 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
特定の租税特別措置の適用停止措置（特定税額控除規定）について、要件が見直され、適用期限が令和 11 年 3 月 31 日まで延長されます。 
特定税額控除規定に、研究開発税制のうち重点産業技術試験研究費に係る措置が追加されます。 
継続雇用者の比較給与等支給額に対する増加割合が 1％以上(現行：継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること)に見直されます。 
一定規模の法人における継続雇用者給与等支給額の要件の上乗せ措置の増加割合が 2％以上(現行：1％以上)に見直されます。 
地域未来投資促進税制およびカーボンニュートラル投資促進税制の適用除外要件は、「継続雇用者給与等支給額に係る要件および国内設備投資額に係る要件のいずれにも該当しな

い」から「いずれかに該当しない」に見直されます。 
 

＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表六(七) 
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・オープンイノベーション促進税制の拡充・見直し 
＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
下記の拡充・見直しを行ったうえで、適用期限が 2 年間延長されます。 
中小企業者以外の増資特定株式の取得価額要件が 2 億円以上(現行：1 億円以上)に引き上げられます。 
M&A 型（議決権過半数取得）の取得価額要件が 7 億円以上(現行：5 億円以上)に引き上げられます。 
発行法人以外の者から購入した株式について、一定の要件を満たした段階取得も所得控除（取得価額×20％）の対象となりました。 
 

＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表十(七) 
・別表十(七)付表一 

 
 
【地方税】 
・一般試験研究費の額に係る税額控除制度の見直し 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 
 
 

・中小企業技術基盤強化税制の見直し・延長 
＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 
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・賃上げ税制の見直し 
＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 
 
 

・大企業の生産性の向上に関連する税額控除の見直し 
＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 

 
 
・オープンイノベーション促進税制の拡充・見直し 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 
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○活力ある地方・中小企業の後押し 

【国税】 
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長・見直し 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 
＜内容＞ 
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例について、適用期限が 3 年間延長されます。 
対象となる減価償却資産の取得価額は 40 万円未満(現行：30 万円未満)に引き上げられます。 
常時使用する従業員数が 400 人を超える法人は対象外となります。 

＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表十六(七) 
 

 
・地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却の見直し・延長 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 
 
＜内容＞ 
適用期限が 2 年間延長されます。 
特別償却率・税額控除率が引き上げられます。 
法人区分に応じて一定要件を満たす場合、特別償却率を 20％、税額控除率を 5％に引き上げます。 
中小企業以外の法人の取得価額要件は 4,500 万円以上に引き上げられます。 
 

＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表六(二十) 
 

 
・地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の廃止 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 
＜内容＞ 
地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度は廃止されます。 
＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表六(二十一) 

  



9 

【地方税】 
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長・見直し 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 

 
 
・地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却の見直し・延長 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 

 
 
・地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度の廃止 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 
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○その他の租税特別措置法等 

【国税】 
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の拡充・延長 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
適用期限が 2 年間延長されます。 
炭素生産性の向上率、税額控除率および特別償却率が見直されます。 

企業区分 炭素生産性の向上率 税額控除率 
特別償却率 

中小企業者 22％以上（現行：17％以上） 税額控除率 10％（現行：14％） 
特別償却率 30％（現行：50％） 

17％以上 22％未満（現行：10％以上 17％未満） 税額控除率 5％ （現行：10％） 
特別償却率 30％（現行：50％） 

中小企業者以外 25％以上（現行：20％以上） 税額控除率 8％ （現行：10％） 
特別償却率 30％（現行：50％） 

20％以上 25％未満（現行：15％以上 25％未満） 税額控除率 3％ （現行：5％） 
特別償却率 30％（現行：50％） 

 
＜PCA 法人税の対応＞ 
別表十六(二十五)  
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・企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し・延長 
＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
特定事業活動振興計画に係る措置の適用期限が 3 年間延長されます。 
新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、以下の見直しを行ったうえで適用期限が 3 年間延長されます。 
対象事業に、新産業創出等推進事業に追加される新たな技術を活用する、または産業の発展に寄与し、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成および活性化の中核とな

る事業が追加されます。 
上記の事業に係る対象資産は機械装置、建物等および構築物の特別償却率は 45％（建物等および構築物は 23％）、税額控除率は 14％（建物等および構築物は 7％）と定められま

す。 
＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表十六(二十八) 
 
 

・企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を取得した場合の税額控除制度の見直し・延長 
＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
新産業創出等推進事業促進計画に係る措置について、以下の見直しを行ったうえで適用期限が 3 年間延長されます。 
対象事業に、新産業創出等推進事業に追加される新たな技術を活用する、または産業の発展に寄与し、福島国際研究産業都市区域における産業集積の形成および活性化の中核とな

る事業が追加されます。 
また、この事業に係る対象雇用者は次の者とし、税額控除率は 9％となります。 
平成 23 年 3 月 11 日に避難対象区域または福島国際研究産業都市区域内の事業所に勤務していた者 
平成 23 年 3 月 11 日に避難対象区域または福島国際研究産業都市区域内に居住していた者 

 
・別表十六(二十九) 
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【地方税】 
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の拡充・延長 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 
 

 
・企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の見直し・延長 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 
 
 

・企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を取得した場合の税額控除制度の見直し・延長 
＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
国税の見直しに伴い、特別償却制度が法人住民税及び法人事業税に、税額控除制度が中小企業者等に係る法人住民税に適用されます。 
 
＜PCA 法人税の対応＞ 
プログラムの変更はありません。 
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○六 防衛力強化に係る財源確保のための税制措置(令和 7 年度改正内容) 

【国税】 
・防衛特別法人税の創設 

＜適用時期＞ 
令和 8 年 4 月 1 日から 

 
＜内容＞ 
各事業年度の所得に対して法人税が課される法人は、令和 8 年 4 月 1 日以降に開始する各事業年度において、所得税額控除など一定の税額控除を適用せずに計算した法人税額（基

準法人税額）から年 500 万円を控除した金額に 4％の税率を乗じて算出した金額を、防衛特別法人税として申告・納付することになります。 
法人税を納めるすべての法人が対象です。 
申告は法人税の確定申告と同時に行います。（令和 9 年度からは中間申告も対象となります。） 
 

防衛特別法人税 ＝ ( 基準法人税額‐基礎控除[500 万円] ) × 税率 4％ 

 

 

＜PCA 法人税の対応＞ 
・別表一 
・別表一次葉一[新規帳票] 
・別表一次葉二 
・別表三（一） 
・別表四 
・別表五（一）（二） 
・別表六（二）（三） 
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◇追加様式 

以下の様式が追加されました。 
様式 ページ 

別表一次葉一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉一) 16 
 
 

◇削除様式 

以下の様式が削除されました。 
様式 

別表十四(二)付表一 公益目的事業実施必要額の計算に関する明細書 

 
 

◇様式の変更 

様式 変更点 ページ 
別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 項目の追加 

項目の変更 
17 

別表一次葉 

↓ 

別表一次葉二 

各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉二) 様式番号の変更 

項目の変更 
算式の変更 

18 

別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 項目の変更 19 
別表三(一)付表一 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書 項目の追加 － 
別表四 所得金額の計算に関する明細書 項目の変更 20 
別表四(簡易様式) 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) 項目の変更 21 
別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 項目の変更 22 
別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書 項目の変更 23 
別表六(二) 内国法人の外国税額の控除に関する明細書 項目の追加 

項目の変更 24 

別表六(三) 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書 項目の追加 25 
別表六(六) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 項目の追加 

項目の削除 
26 

別表六(六)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書 項目の追加 27 
別表六(七) 特定税額控除規定及び産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判

定に関する明細書 

↓ 

特定税額控除規定、産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した揚合の法人税額の特別控除及び特定生産性向上

設備等を取得した場合の法人税額の特別控除の適用可否の判定に関する明細書 

様式名の変更 

項目の追加 

28 

別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 項目の追加 29 
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様式 変更点 ページ 
別表六(十) 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 項目の追加 30 
別表六(十二) 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 項目の追加 31 
別表六(十二)付表一 新規高度人件費割合等の計算に関する明細書 項目の変更 － 
別表六(十五) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 項目の変更 － 
別表六(二十) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 項目の追加 32 
別表六(二十一) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 項目の変更 － 
別表六(二十二) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 項目の変更 － 
別表六(二十三) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 項目の変更 － 
別表六(二十四) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 項目の追加 33 
別表六(二十四)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書 項目の変更 － 
別表六(二十六) 

↓ 

別表六(二十五) 

情報技術事業適応設備を取得した場合、事業適応繰延資産となる費用を支出した場合又は生産工程効率化等設備を

取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

↓ 

生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

別表番号の変更 

様式名の変更 

項目の追加 
34 

別表六(二十七) 

↓ 

別表六(二十六) 

産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 様式番号の変更 

項目の追加 35 

別表六(二十八) 特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立

地促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得し

た場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

↓ 

特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地

促進区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した

場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

様式名の変更 

36 

別表六(二十九) 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する明細書 項目の追加 37 
別表十(七) 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する明細書 項目の追加 38 
別表十(七)付表一 各特定株式の特別勘定の金額に関する明細書 項目の追加 39 
別表十三(五) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 項目の変更 － 
別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書 項目の追加 40 
別表十四(二)付表二 

↓ 

別表十四(二)付表 

公益目的事業実施必要額の計算に関する明細書 

↓ 

公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書 

様式名の変更 

様式番号の変更 

大幅な変更 

41 

別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 項目の変更 － 
別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 項目の変更 － 
別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 項目の変更 － 
別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 項目の変更 － 
別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 項目の変更 － 
適用額明細書 算式の変更 － 
課税標準となる法人税額 算式の変更 － 
納付税額一覧 項目の変更 42 
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◆様式の追加・変更 ※こちらに掲載している様式以外についても、軽微な様式等の変更があります。  
◆追加 
■別表一次葉一 
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◆変更 
■別表一 別表一                ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表一次葉二 ■別表一次葉            ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表三(一) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表四 ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表四(簡易様式) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 

  



22 

■別表五(一) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表五(二) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(二) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(三) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(六) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(六)付表 ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(七) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(九) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(十) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(十二) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(二十) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(二十四) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 

  
業事

度年
名法人

四
十
二
六
表
別

)(

に給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
　関する明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

円

人

円

円

円

円

円

円

円

円

円

額期末現在の資本金の額又は出資金の

数期 末 現 在 の 常 時 使 用 す る 従 業 員 の
否適 用 可

　　 法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 の 計 算

額雇 用 者 給 与 等 支 給

　　　(別表六(二十四)付表一｢4｣)　

額比 較 雇 用 者 給 与 等 支 給

　　　(別表六(二十四)付表一｢11｣)　

額雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加
　 　 　 　 　 　 ( 4 ) － ( 5 ) 　 　 　 　
　　　　 (マイナスの場合は０) 　　

合雇 用 者 給 与 等 支 給 増 加 割
(6)
(5)

　　 　  ( ( 5 ) ＝ ０ の 場 合 は ０ )  　

額調 整 雇 用 者 給 与 等 支 給

　　(別表六(二十四 )付表一｢ 5 ｣ )

額調整比較雇用者給与等支給

　　(別表六(二十四)付表一｢12｣)

額調整雇用者給与等支給増加
　　 　 　 　 ( 8 ) － ( 9 ) 　 　 　

　　　　(マイナスの場合は０)　　

額継 続 雇 用 者 給 与 等 支 給

)(別表六(二十四)付表一｢19の①｣

額継続雇用者比較給与等支給
の(別表六(二十四)付表一｢19の②｣又は｢19

　③｣)　　　　　　　　　　　　　　　　

額継続雇用者給与等支給増加
　　　 　　 ( 1 1 )－ ( 1 2 ) 　 　 　

　　　　(マイナスの場合は０)　　

合継続雇用者給与等支給増加割
(13)
(12)

　　  ( ( 1 2 )＝０の場合は０ )  

額教 育 訓 練 費 の

額比 較 教 育 訓 練 費 の

　　(別表六(二十四)付表一｢24｣)

額教 育 訓 練 費 増 加
　　　 　　 ( 1 5 )－ ( 1 6 ) 　 　 　

　　　　(マイナスの場合は０)　　

合教 育 訓 練 費 増 加 割
(17)
(16)

　　　 ((16)＝０の場合は０) 　

合雇用者給与等支給額比教育訓練費割
(15)
(4)

額控除対象雇用者給与等支給増加

　　 ( ( 6 )と ( 1 0 )のうち少ない金額 )

額雇用者給与等支給増加重複控除

　　 (別表六 (二十四 )付表二 ｢ 1 2 ｣ )

額差引控除対象雇用者給与等支給増加
　　 　 　 　 ( 2 0 ) － ( 2 1 ) 　 　 　

　　　　 (マイナスの場合は０ )　　

  (14) ≧ 4 ％ の 場 合
　　　(0.05、0.1又は0.15)　

、(18)≧10％又は(15)＝(17)＞０の場合で
　かつ、(19)≧0.05％の場合　　　
　　　　　　　 0 . 0 5　　　　　

をプラチナくるみん又はプラチナえるぼし
　取得している場合　　　　　　　
　　　　　　　 0 . 0 5　　　　　

額税 額 控 除 限 度
  (22)×(0.1＋(23)＋(24)＋(25))

　　　 ( ( 1 4 )＜ 0 . 0 3の場合は０ )　

  (14) ≧ 4 ％ の 場 合
　　　　　　　0.15　　　　　

、(18)≧10％又は(15)＝(17)＞０の場合で
　かつ、(19)≧0.05％の場合　　　
　　　　　　　 0 . 0 5　　　　　

以プラチナくるみん又はえるぼし3段階目
 上を取得している場合　　　　　

　　　　　　　 0 . 0 5　　　　　

額特 定 税 額 控 除 限 度
  (22)×(0.1＋(27)＋(28)＋(29))

　　　 ( ( 1 4 )＜ 0 . 0 3の場合は０ )　

  (7) ≧ 2.5 ％ の 場 合
　　　　　　　0.15　　　　　

、(18)≧５％又は(15)＝(17)＞０の場合で
　かつ、(19)≧0.05％の場合　　　
　　　　　　　 0 . 1　　　　　

得くるみん又はえるぼし2段階目以上を取
 している場合　　　　　　　　　

　　　　　　　 0 . 0 5　　　　　

額中 小 企 業 者 等 税 額 控 除 限 度
  (22)×(0.15＋(31)＋(32)＋(33))
  　 ( ( 7 )＜ 0 . 0 1 5 の場合は０ ) 　

合( 1 4 ) ≧ ５ ％ の 場
)( 0 . 0 5 又 は 0 . 1 5

段プラチナくるみん又はえるぼし3
合階 目 以 上 を 取 得 し て い る 場
　　　　　　　 0 . 0 5　　　　　

額税 額 控 除 限 度
  ( 2 2 )× ( 0 . 1＋ ( 3 5 )＋ ( 3 6 ) )

　　　((14)＜0.04の場合は０)　

  (7) ≧ 2.5 ％ の 場 合
　　　　　　　0.15　　　　　

上くるみん又はえるぼし2段階目以
 を取得している場合　　　　　　

　　　　　　　 0 . 0 5　　　　　

額中 小 企 業 者 等 税 額 控 除 限 度
  ( 2 2 )×( 0 . 1 5＋ ( 3 8 )＋ ( 3 9 ) )

　 　 ( ( 7 )＜ 0 . 0 1 5の場合は０ )

額調 整 前 法 人 税
)(別表一｢2｣又は別表一の二｢2｣若しくは｢13｣

額当 期 税 額 基 準
　　　　　　 ( 41 )× 20

100 　　　　　　

額当 期 税 額 控 除 可 能
)(((26)、(30)、(34)、(37)又は(40))と(42)のうち少ない金額

額調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成
　　　 (別表六 (六 ) ｢ 8の 19 ｣ )　　　

額当 期 税 額 控 除
　　 　 　 　 ( 4 3 ) － ( 4 4 ) 　 　 　

額差 引 当 期 税 額 基 準 額 残
　　 　 　 　 ( 4 2 ) － ( 4 3 ) 　 　 　

額繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過
　　(別表六(二十四)付表一｢25の計｣)

額同上のうち当期繰越税額控除可能
　　 ( ( 4 6 )と ( 4 7 )のうち少ない金額 )
　　((4)≦(5)又は(5)＝０の場合は０ )

額調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成
　　　(別表六(六)｢8の 18 ｣)　　　

額当 期 繰 越 税 額 控 除
　　 　 　 　 ( 4 8 ) － ( 4 9 ) 　 　 　

額法 人 税 額 の 特 別 控 除
　　　　　　 ( 4 5 )＋ ( 5 0 )　　　 　

　

給

支

等

与

給
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調

　

　

　

　

　

　

算

計
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計
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割
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増
給
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続
継
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控
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年
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合
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第
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項
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第

　

　
合
場
の
用
適
項
１
第
　

　
合
場
の
用
適
項
２
第
　

　

分
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期

前

　

令和 8･ 4･ 1

令和 9･ 3･31
ピー・シー・エー商事株式会社

　
　
分
度
年
業
事
了
終
後
以
一
・
四
・
八
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30,000,000

0
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0

0

0

0.05

0
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■別表六(二十五) ■別表六(二十六)          ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表六(二十六) ■別表六(二十七)          ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 

  
法産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の
　人税額の特別控除に関する明細書　　　　　　　　　

業事

度年
名法人

六
十
二
六
表
別

)(否措 法 第 　 条 の 　 の ６ 第 ３ 項 及 び 第 ６ 項 の 規 定 の 適 用 可 　　　　　　　42　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　

応エネルギー利用環境負荷低減事業適
　に関する事業適応計画の認定日　　

化

強

盤

基

力

争

競

業

産

　

　

　

　

分

区

の

品

商 分区

価単

数販 売

数調 整 後 販 売

額生 産 販 売 控 除
　　 　 　 ( 3 ) × ( 5 ) 　 　

品
商
化
強
盤
基
力
争
競
業
産

　
　
額
資
投
の
産
資
用
産
生 日取 得 年 月

日事業の用に供した年月

額投資し た 金 額 の合 計

額既 控 除 対 象
　　(前期以前の(12)の合計)

額当 期 投 資 基 準 額 残

　　　　 ( 9 )－ ( 1 0 )　　

額( 6 )と ( 1 1 )のうち少ない金

　　 法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 の 計 算

額調 整 前 法 人 税
　　　(別表一｢2｣又は別表一の二｢2｣若しくは｢13｣)　

体

導

半

分

期

当

分

越

繰

期

前

額半 導 体 税 額 控 除 限 度

　　　((12)のうち半導体に係る額の合計額)　

額当 期 税 額 基 準 額 残

　　(13)× 20
100 －(別表六(二十五)｢27｣)　　

額当 期 税 額 控 除 可 能
　　　　((14)と(15)のうち少ない金額)　　

額調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成
　　　　 (別表六 (六 ) ｢ 8の 23 ｣ )　　　　

額当 期 税 額 控 除
　　　　　　　 ( 1 6 )－ ( 1 7 )　　　　　

額差 引 当 期 税 額 基 準 額 残
　　　　　　　 ( 1 5 )－ ( 1 6 )　　　　　

額繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過
　　 　 　 　 　 　 ( 3 5 の 計 ) 　 　 　 　 　

額同 上 の う ち 当 期 繰 越 税 額 控 除 可 能
　　　　((19)と(20)のうち少ない金額)　　

額調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成
　　　　 (別表六 (六 ) ｢ 8の 21 ｣ )　　　　

額当 期 繰 越 税 額 控 除
　　　　　　　 ( 2 1 )－ ( 2 2 )　　　　　

品

商

化

強

盤

基

力

争

競

業

産

定

特

分

期

当

分

越

繰

期

前

額特 定 商 品 税 額 控 除 限 度
る((12)のうち特定産業競争力基盤強化商品に係
　額の合計額)　　　　　　　　　　　　　　　

当 期 税 額 基 準 額 残 額

(13)× 40
100－(別表六(二十五)｢27｣)－(16)－(21)

額当 期 税 額 控 除 可 能
　　　　((24)と(25)のうち少ない金額)　　

額調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成
　　　　 (別表六 (六 ) ｢ 8の 24 ｣ )　　　　

額当 期 税 額 控 除
　　　　　　　 ( 2 6 )－ ( 2 7 )　　　　　

額差 引 当 期 税 額 基 準 額 残
　　　　　　　 ( 2 5 )－ ( 2 6 )　　　　　

額繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過
　　 　 　 　 　 　 ( 3 8 の 計 ) 　 　 　 　 　

額同 上 の う ち 当 期 繰 越 税 額 控 除 可 能
　　 ( ( 2 9 )と ( 3 0 )のうち少ない金額 )　　

額調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成
　　　　 (別表六 (六 ) ｢ 8の 22 ｣ )　　　　

額当 期 繰 越 税 額 控 除
　　　　　　　 ( 3 1 )－ ( 3 2 )　　　　　

額法 人 税 額 の 特 別 控 除
　　　　　　　(18)＋(23)＋(28)＋(33)　　　　　

　　 翌 期 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計 算
　　 半 　 　 導 　 　 体 　　 　 特 定 産 業 競 争 力 基 盤 強 化 商 品 　

度事 業 年
当前期繰越額又は
額期税額控除限度

額当期控除可能
  翌 期 繰 越 額

　　　(35)－(36)　

計

　　 当 期 分

　　 合 　 計

度事 業 年
当前期繰越額又は
額期税額控除限度

額当期控除可能
  翌 期 繰 越 額
　　　(38)－(39)　

計

　　 当 期 分

　　 合 　 計

　　 産 業 競 争 力 基 盤 強 化 商 品 生 産 用 資 産 の 概 要

1
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35 36 37 38 39 40

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円

円 円

円

円 円

円

)(14

)(21

)(16

外

外

外

外

外

外 )(24 )(26

)(31

外

外

外

外

外

外

外

外

令和 8･ 4･ 1

令和 9･ 3･31
ピー・シー・エー商事株式会社
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■別表六(二十八) 

 
：追加 ：削除・移動 ：変更 

令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 

  

業事

度年
名法 人

八
十
二
六
表
別

)(

合特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域において機械等を取得した場

法の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の

額人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税

　の特別控除に関する明細書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

分

区

産

資

額

価

得

取

条税額控除に関す る規 定 の該 当

等事業の内容、適用を受ける資産の所在地

類種

分構造、用途、設備の種類又は区

目細

日取 得 年 月

日事 業 の 用 に 供 し た 年 月

額取 得 価 額 又 は 製 作 価

額法人税法上の圧縮記帳による積立金計上

額差 引 改 定 取 得 価
)( 8 )－ ( 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

円 円 円 円 円

算法 人 税 額 の 特 別 控 除 額 の 計

分

期

当

算
計
の
額
度
限
除
控
額
税

分

期

当

分

越

繰

期

前

価(10)のうち14％又は７％適用資産の取得

　額の合計額　　　　　　　　　　　　　

構同上のうち建物及びその附属設備並びに

　築物に係る額　　　　　　　　　　　　

(11)の資産以外の資産の取得価額の合計額

　　　　((10)の合計)－(11)　　　　

構同上のうち建物及びその附属設備並びに

　築物に係る額　　　　　　　　　　　　

((11)－(12))× 14
100＋(12)× 7

100

((13)－(14))× 15
100＋(14)× 8

100

税 額 控 除 限 度 額
　　　　　(15)＋(16)　　　　　

額調 整 前 法 人 税
)(別表一｢2｣又は別表一の二｢2｣若しくは｢13｣

額当 期 税 額 基 準

　　　　　(18)× 20
100 　　　　　

額当 期 税 額 控 除 可 能
)((17)と(19)のうち少ない金額

額調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成
　(別表六(六)「8の 28」)　

額当 期 税 額 控 除
)(20)－(21

額差 引 当 期 税 額 基 準 額 残
)(19)－(20

額繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過
  (29の計)

額同上のうち当期繰越税額控除可能
)((23)と(24)のうち少ない金額

額調 整 前 法 人 税 額 超 過 構 成
　(別表六(六)「8の 27」)　

額当 期 繰 越 税 額 控 除
)(25)－(26

額法 人 税 額 の 特 別 控 除

)(22)＋(27

11

21

31

41

51

61

71

81

91

02

12

22

32

42

52

62

72

82

円 円

算翌 期 繰 越 税 額 控 除 限 度 超 過 額 の 計

度事 業 年
額前期繰越額又は当期税額控除限度 額当 期 控 除 可 能 額翌 期 繰 越

)(29)－(30

計

分当 期

計合

92 03 13
円 円

円外

外

外

外

外

外

外

外)(17

)(25

)(20

要機 械 設 備 等 の 概

２震 災 特 例 法 第 1 7 条 の ・ ２震災特例法第 1 7条の２の ・ ２旧 震 災 特 例 法 第 1 7 条 の

令和 8･ 4･ 1

令和 9･ 3･31
ピー・シー・エー商事株式会社
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終
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・
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八
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■別表六(二十九) 

 
：追加 ：削除・移動 ：変更 

令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表十(七) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表十(七)付表一 ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表十四(二) ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■別表十四(二)付表 ■別表十四(二)付表二        ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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■納付税額一覧 ：追加 ：削除・移動 ：変更 
令令和和 8 年年度度版版 令和 7 年度版 
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◆国税電子申告について 
○対象手続き Version 

手続き ID 手続き名 Version 
RHO0012 内国法人の確定申告(青色) Ver.25.0.2→Ver.26.0.0 
RHO0022 内国法人の確定申告(白色) Ver.25.0.2→Ver.26.0.0 
RHO0061 予定申告 Ver.25.0.0→Ver.26.0.0 
RHO9000 イメージ添付書類(法人税申告) Ver.18.0.0 
PHO0092 欠損金の繰戻しによる還付請求(令和 4 年 4 月 1 日以後開始事業年度分) Ver.23.1.0 

 
 

○様式 Version 

◆対応 
 

様式 ID 様式名 Version 
HOA112 別表一 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 Ver.6.0→Ver.7.0 
HOA114 別表一(次葉一) 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 Ver.1.0 
HOA116 別表一(次葉二) 各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分 Ver.5.0→Ver.6.0 
HOA201 別表二 同族会社等の判定に関する明細書 Ver.5.0 
HOA410 別表四 所得の金額の計算に関する明細書 Ver.24.0 
HOA420 別表四(簡易様式) 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) Ver.24.0 
HOA430 別表四(次葉) 所得の金額の計算に関する明細書(次葉) Ver.24.0 
HOA511 別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 Ver.15.0 
HOA512 別表五(一)付表 種類資本金額の計算に関する明細書 Ver.2.0 
HOA522 別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書 Ver.9.0 
HOB016 別表六(一) 所得税額の控除に関する明細書 Ver.6.0 
HOB021 別表六(二) 内国法人の外国税額の控除に関する明細書 Ver.18.0→Ver.19.0 
HOB710 別表七(一) 欠損金の損金算入等に関する明細書 Ver.13.0 
HOB800 別表八(一) 受取配当等の益金不算入に関する明細書 Ver.18.0→Ver.19.0 
HOC110 別表十一(一) 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 Ver.10.0 
HOC112 別表十一(一の二) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 Ver.18.0 
HOE200 別表十五 交際費等の損金算入に関する明細書 Ver.15.0 
HOE315 別表十六(一) 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 Ver.6.0 
HOE325 別表十六(二) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 Ver.6.0 
HOE352 別表十六(六) 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 Ver.4.0 
HOE351 別表十六(七) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書 Ver.4.0 
HOE360 別表十六(八) 一括償却資産の損金算入に関する明細書 Ver.7.0 
HOE990 事業年度分の適用額明細書 Ver.7.0 
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様式 ID 様式名 Version 
HOI010 預貯金等の内訳書 Ver.4.0 
HOI020 受取手形の内訳書 Ver.4.0 
HOI030 売掛金(未収入金)の内訳書 Ver.4.0 
HOI040 仮払金(前渡金)の内訳書/貸付金及び受取利息の内訳書 Ver.4.0 
HOI050 棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書 Ver.4.0 
HOI060 有価証券の内訳書 Ver.4.0 
HOI070 固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書 Ver.5.0 
HOI080 支払手形の内訳書 Ver.4.0 
HOI090 買掛金(未払金・未払費用)の内訳書 Ver.5.0 
HOI100 仮受金(前受金・預り金)の内訳書/源泉所得税預り金の内訳書 Ver.6.0 
HOI110 借入金及び支払利子の内訳書 Ver.3.0 
HOI120 土地の売上高等の内訳書 Ver.5.0 
HOI130 売上高等の事業所別内訳書 Ver.5.0 
HOI141 役員給与等の内訳書 Ver.5.0 
HOI150 地代家賃等の内訳書/工業所有権等の使用料の内訳書 Ver.4.0 
HOI160 雑益、雑損失等の内訳書 Ver.4.0 
HOK010 法人事業概況説明書 Ver.7.0 
HOK020 会社事業概況書(1.総括表) Ver.7.0 
HOK030 会社事業概況書(2.子会社等の状況) Ver.7.0 
HOK040 会社事業概況書(3.ICT の概要) Ver.8.0 
HOK050 会社事業概況書(4.海外取引等の概要) Ver.8.0 

 
予定申告 

HOE701 別表十九 法人税法第七十一条第一項の規定による予定申告書・地方法人税法第十六条第一項の規定による予定申告書 Ver.6.0 
   

共通 
TEA050 電子申告及び申請・届出による添付書類送付書 Ver.2.0 
SOZ052 申告書の作成に関する計算事項等記載書面(33 の 2(1)) Ver.1.0 
SOZ042 申告書に関する審査事項等記載書面(33 の 2(2)) Ver.1.0 
SOZ074 税務代理権限証書(令和 6 年 4 月 1 日以降提出分) Ver.1.0 
TEI010 国税関係手続に係る電子委任状 Ver.1.0 

   
法人 CSV 

HOV999 法人 CSV Ver.1.0 
   

イメージ添付書類(法人税申告) 

TEA900 添付書類送付書 Ver.2.0 
TEF010 添付書類 ※イメージデータ(PDF 形式) Ver.1.0 
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欠損金の繰戻しによる還付請求 

HOZ092 欠損金の繰戻しによる還付請求書 Ver.1.1 
   

財務諸表 

HOT010 財務諸表(XBRL2.1) Ver.1.0、Ver.2.0、
Ver.3.0 

◆非対応 
 

様式 ID 様式名 
HOA319 別表三(一) 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 

HOA318 別表三(一)付表一 特定同族会社の留保金額から控除する留保控除額の計算に関する明細書 

HOA320 別表三(二) 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 

HOA330 別表三(三) 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 

HOA350 別表三(四) 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積 1,000 平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 

HOA360 別表三(五) 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積 1,000 平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 

HOB022 別表六(二の二) 当期の控除対象外国法人税額に関する明細書 

HOB035 別表六(三)  外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明細書 

HOB031 別表六(三)付表一 地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 

HOB040 別表六(四) 控除対象外国法人税額に関する明細書 

HOB042 別表六(五) 利子等に係る控除対象外国法人税額に関する明細書 
HOB645 別表六(六) 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 
HOB646 別表六(六)付表 前期繰越分に係る当期税額控除可能額及び調整前法人税額超過構成額に関する明細書 
HOB648 別表六(七) 特定税額控除規定、産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した揚合の法人税額の特別控除及び特定生産性向上設備等を取得した場合の法人税額

の特別控除の適用可否の判定に関する明細書 
HOB069 別表六(九) 一般試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 

HOB344 別表六(十) 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 

HOB067 別表六(十一) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における比較試験研究費の額及び平均売上金額の計算に関する明細書 

HOB068 別表六(十二) 特別試験研究費の額に係る法人税額の特別控除に関する明細書 

HOB078 別表六(十二)付表一 新規高度人件費割合等の計算に関する明細書 

HOB211 別表六(十五) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

HOB655 別表六(二十) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

HOB665 別表六(二十一) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 
HOB680 別表六(二十二) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書 
HOB647 別表六(二十三) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 
HOB656 別表六(二十四) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 
HOB657 別表六(二十四)付表一 給与等支給額、比較教育訓練費の額及び翌期繰越税額控除限度超過額の計算に関する明細書 
HOB658 別表六(二十四)付表二 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除における雇用者給与等支給増加重複控除額の計算に関する明細書 
HOB643 別表六(二十五) 生産工程効率化等設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 
HOB099 別表六(二十六) 産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 
HOB630 別表六(二十八) 特定復興産業集積区域若しくは復興産業集積区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において機械等を

取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 
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様式 ID 様式名 
HOB640 別表六(二十九) 特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した

場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 
HOB704 別表七(一)付表五 認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例に関する明細書 
HOB725 別表七(三) 更生欠損金の損金算入及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金の損金算入に関する明細書 
HOB730 別表七(四) 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金の損金算入及び解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書 
HOB810 別表八(二) 外国子会社から受ける配当等の益金不算入等に関する明細書 

HOC055 別表十(七) 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の特別勘定の金額の損金算入に関する明細書 

HOC057 別表十(七)付表一 各特定株式の特別勘定の金額に関する明細書 

HOC061 別表十(八) 社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、特定の基金に対する負担金等の損金算入

及び特定業績連動給与の損金算入に関する明細書 

HOC120 別表十一(二) 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 
HOD410 別表十三(一) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 
HOD420 別表十三(二) 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 
HOD430 別表十三(三) 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 
HOD440 別表十三(四) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 
HOD451 別表十三(五) 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 
HOE099 別表十四(二) 寄附金の損金算入に関する明細書 
HOE098 別表十四(二)付表 公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の公益法人特別限度額の計算に関する明細書 
HOB920 別表十四(六) 完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書 
HOE108 別表十四(九) 公益法人等が普通法人等に移行する場合等の累積所得金額又は累積欠損金額の益金又は損金算入等に関する明細書 
HOE341 別表十六(四) 旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法若しくは経過リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 
HOE371 別表十六(九) 特別償却準備金の損金算入に関する明細書 
HOE381 別表十六(十) 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書 
HOE390 別表十六(十一) 非適格合併等に係る調整勘定の計算の明細書 
HOE605 別表十七(四) 国外関連者に関する明細書 
HOL335 特別償却の付表 特別償却等の償却限度額の計算に関する付表 

HOM095 災害により生じた損失の額に関する明細書 

HOM120 災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書 

HOM130 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書 
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◆ご注意 

○e-Tax ソフト等で令和 8 年 4 月 1 日以後開始事業年度から始まる防衛特別法人税を納付する場合 

e-Tax で対応が予定されている令和 9 年 5 月までの間、防衛特別法人税を納付する場合の納付方法は次のとおりです。 
e-Tax ソフト等で防衛特別法人税を納付する場合は、法人税・地方法人税とは一緒の手続きで納付することができません。 
別途、防衛特別法人税だけの手続きが必要です。 
防衛特別法人税の納付時には、e-Tax ソフト(WEB 版)で「受信通知」から納付情報登録依頼で納付手続きを実施するか、e-Tax ソフト(DL 版)で新規に納付情報登録依頼を作成し納付手

続きを実施してください。 
e-Tax ソフト(DL 版)の納付情報登録では、税目を「法人税」、申告区分を「その他」を選んで納付手続きをしてください。 
詳しくは、下記の内容をご確認ください。 
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2026/topics_20260417.htm 
防衛特別法人税の納付を忘れないようご注意ください。 
 

◆お知らせ 

○OCR 印刷機能(直接印刷機能)の廃止について 

令和 8 年度より、申告書等の OCR 用紙が税務署に備え付けられなくなります。 
そのため、PCA 法人税の機能である OCR 印刷機能(直接印刷機能)は、Rev28.00 より廃止とさせていただきます。 
OCR 印刷機能(直接印刷機能)が廃止となる処理 
・別表一 
・適用額明細書 
・法人事業概況説明書 

※地方税の OCR 印刷機能は廃止にはなりませんので、従来通り使用することができます。 
※白紙印刷機能は廃止にはなりませんので、従来通り使用することができます。申告する場合には、こちらをご利用ください。 
 

                          

ORC 用紙の選択がなくなります。 
常に白紙印刷として印刷します。 

Rev27.03 以前 Rev28.00 以後 
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